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１ 基本的な事項                      

（１）町の概況 

 ア 市町村の自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

 ① 位置、地勢 

本町は、埼玉県の西北、秩父郡の東北に位置し、東経 139 度 5 分、北緯

36 度 4 分で、東は東秩父村に、北は長瀞町と本庄市に、南・西は秩父市に

それぞれ接しています。 

標高は、町の中心街で海抜 160m、最も高い城峯山頂で 1,038m です。 

町の面積は 63.74 ㎢、その大部分は林野で占められており、中央の部分

にある約 25%の平坦地が町の中心を形成し、蓑山、大霧山、皇鈴山、登谷山、

宝登山、城峯山、破風山、の 500～1,000m 余の山々に囲まれています。 

町の中央を東に流れる荒川に、支流の赤平川、日野沢川、三沢川が注ぎ、

遠く利根川へ注ぐ小山川が北の一角を北へ流れています。 

 

 ② 歴史 

天正 18 年（1590 年）以来徳川氏の領地となっていましたが、王政復古と

ともに忍藩知事の支配に入り、廃藩置県となり入間県に転じ、明治 9 年埼

玉県の管轄となりました。 

昭和 3 年、町制を施行し、昭和 18 年に近隣 5か村と白鳥村の一部とで合

併し美野町となりましたが、昭和 21年に解体して 1 町 5 か村に分離しまし

た。 

昭和 30 年 3 月 1 日皆野町、国神村、金沢村、日野沢村が合併して皆野町

となり、昭和 32年 3月 31日に三沢村を編入合併して現在に至っています。 

 

 ③ 社会的条件 

主要道路は、一般国道 140 号と主要地方道 5 路線、一般県道 5 路線があ

り、平成 13 年 3 月に開通した皆野寄居有料道路によって交通が便利になり

ました。公共交通機関では、町営バス 2 路線、民間バス 2 路線が運行され、

秩父鉄道に接続しています。 

 

 ④ 経済的条件 

令和 4 年度の市町村民経済計算によると 1 人当たりの町民所得は 2,323

千円であり、県全体の 1人当たり市町村民所得の 3,138 千円に対して 74.0%

の所得となっており、格差がある状況です。 

第 1 次産業は、ぶどうを中心とする観光農園と露地野菜を主とした農林
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産物直売などの農業が経営の基盤となっています。 

しかし、農林業経営者の高齢化や後継者不足などにより、経営体数が減少

していることから新規農林業従事者支援を行うとともに、付加価値のある

高単価農作物や高需要で希少性のある作物の栽培、加工品開発による農家

の収入増加に取り組んでいます。 

第 2 次産業は商工業が主で、地理的条件などから郡北部地区商域圏の中

心です。工業は精密機械製造業が中心であり、町の経済、雇用を支えていま

す。新規工場誘致などについては、地理的条件から工業団地の造成などは困

難な状況です。 

第 3 次産業は企業型小売店の進出により、個人商店の店舗数の減少が続

いています。観光は、年間約 46 万人の入込観光客があり、美の山公園や秩

父華厳の滝、天空のポピーなど豊かな自然を生かした観光スポットや日帰

り温泉施設、道の駅などの観光施設の利用がありますが、日帰り観光客が大

部分を占めている傾向にあります。 

 

イ 過疎の状況 

本町の人口は昭和 35 年から昭和 50 年にかけて急激な減少がありました

が、昭和 50年以降はその人口を維持していました。しかし、平成 2年以降

は再び減少傾向に転じて、その後は減少の一途をたどっています。 

進学や雇用の機会を求めて、大都市圏へ若い世代が転出することの社会

減に加え、出生数から死亡数を差し引いた自然増減においてもマイナスと

なっており、出生数の大幅な増加も見込めないため、引き続きこの減少傾向

は続くものと予測されます。 

 

 ウ 社会的・経済的発展の方向 

本町の産業は商工業が主で精密機械製造業が中心ですが、若者の転出に

よる人手不足が深刻な問題となっており対策が必要です。事業の継続を支

援するとともに、多様化する業種や働き方に対する環境整備が必要です。 

農林業は、農林業経営者の高齢化や後継者不足などにより、経営体数が減

少傾向にあります。農林業の発展には、担い手となる農林業従事者や新規就

農者への支援とともに、付加価値の高い農林業を育成する必要があります。 

観光は、豊かな自然を生かした観光資源が多くありますが、地理的・季節

的に点在しており、町単独で観光客のニーズを満たすことは難しい状況で

す。公共交通の整備とともに市町村の枠を超えて観光資源をつなぎ補完し

合う観光パッケージの開発が必要です。 
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（２）人口及び産業の推移と動向 

 ア 人口の推移と動向 

国勢調査による本町の人口は、平成 2年 12,571 人であったものが、平成

12 年 12,199 人、平成 22 年 10,888 人、平成 27年 10,133 人、令和 2 年 9,302

人となり、平成 2年から令和 2 年までの 30 年間で 3,269 人減少し、減少率

は 26.0%となっています。 

特に、平成 27年から令和 2 年の 5 年間は 831 人減少と減少率は高くなっ

ており、今後その傾向は続くものと見込まれます。 

次に、年齢階層別人口の推移では、0 歳から 14 歳の年少人口は、平成 2

年から令和 2 年までの 30 年間で 1,410 人が減少し減少率 60.1%と大幅に減

少しています。 

また、15 歳から 64 歳の生産年齢人口についても平成 2 年以降減少を続

け、令和 2 年までの 30 年間で 3,388 人減少し、減少率は 41.6%になってい

ます。 

若年世代の都市部などへの流出や非婚化などによる出生数の減少、団塊

の世代を中心とした高齢化に伴い、少子高齢化の傾向は、今後も続くものと

見込まれます。 
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表１－１（１） 人口の推移（国勢調査） 

区分 
平成 2年 平成 7年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和 2年 

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 
人 

12,571 

% 

－ 

人 

12,602 

% 

0.2 

人 

12,199 

% 

-3.2 

人 

11,518 

% 

-5.6 

人 

10,888 

% 

-5.5 

人 

10,133 

% 

-6.9 

人 

9,302 

% 

-8.2 

0 歳～14 歳 2,346 － 2,019 -13.9 1,728 -14.4 1,442 -16.6 1,321 -8.4 1,144 -13.4 936 -18.2 

15 歳～64 歳 8,144 － 8,048 -1.2 7,595 -5.6 7,032 -7.4 6,387 -9.2 5,538 -13.3 4,756 -14.1 

 

うち 

15 歳～ 

29 歳(a) 

2,239 － 2,293 2.4 2,138 -6.8 1,659 -22.4 1,375 -17.1 1,143 -16.9 1,009 -11.7 

65 歳以上

(b) 
2,081 － 2,535 21.8 2,876 13.5 3,044 5.8 3,179 4.4 3,442 8.3 3,578 4.0 

(a)/総数 

若年者比率 

% 

17.8 
－ 

% 

18.2 
- 

% 

17.5 
- 

% 

14.4 
- 

% 

12.6 
- 

% 

11.3 
- 

% 

10.8 
- 

(b)/総数 

高齢者比率 

% 

16.6 
－ 

% 

20.1 
- 

% 

23.6 
- 

% 

26.4 
- 

% 

29.2 
- 

% 

34.0 
- 

% 

38.5 
- 
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10,133 

9,367 

8,620 

7,908 

7,226 

6,580 

5,975 

5,435 
4,949 

4,501 
4,081 

10,133 

9,277 

8,429 

7,609 

6,816 

6,050 

5,326 

4,671 

4,076 

3,530 

3,021 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2015年

(平成27年)

2020年

(令和２年)

2025年

(令和７年)

2030年

(令和12年)

2035年

(令和17年)

2040年

(令和22年)

2045年

(令和27年)

2050年

(令和32年)

2055年

(令和37年)

2060年

(令和42年)

2065年

(令和47年)

皆野町独自推計 合計特殊出生率1.26

＋５年毎に0.03上昇

＋社会増減のマイナス階層0.91倍

＋転入数年20人加算

国立社会保障・人口問題研究所推計

（人）

表１－１（２） 人口の見通し（人口ビジョン） 

皆野町独自による推計及び社人研による推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 イ 産業の推移と動向 

本町の就業人口は平成 2 年に 6,291 人であったものが、令和 2 年には

4,367 人と 30.6%減少しています。 

産業別に見ると、平成 2 年に就業者の 9.3%が従事していた第 1 次産業の

就業者は減少を続け、令和 2 年には 4.0%にまで減少しています。 

第 2 次産業は平成 2年に 43.5%でしたが、緩やかな減少傾向で、令和 2 年

には 32.7%となっています。 

第 3 次産業は平成 2 年に 47.0%であったものが、平成 17 年には 59.7%、

平成 27 年には 62.3%、令和 2 年には 63.2%にまで増加しています。 

新たな企業の進出など、著しい状況変化も見込めない状況であり、産業別

就業者の割合は、今後もあまり変化なく推移するものと思われます。農林業

については、高度経済成長以降、産業構造など社会経済情勢の変革による担

い手の激減期を経て、近年は高齢化や人口減少などに伴う減少が続いてい

ます。しかし、現在までに新規就農者対策、農産物の付加価値の向上など諸

事業が実施されたことにより、特産品の生産振興や販路の拡大が図られて

います。 

第 2 次、第 3 次産業については、雇用環境の緩やかな改善が見られる中

で、 既存企業の振興・定着に関する支援などを図ることにより安定的な就

業の場や担い手の確保など、安心できる雇用環境の創出を推進します。空き

施設の活用による企業・事業者に対する誘致の推進や観光拠点整備、広域的

連携による観光事業を引き続き推進することにより雇用の拡大へとつなげ

ます。 
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表１－１（３） 産業の推移（国勢調査） 

区分 
平成 2 年 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和 2 年 

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 
人 

6,291 

% 

－ 

人 

6,335 

% 

0.7 

人 

5,848 

% 

-7.7 

人

5,524 

% 

5.5 

人 

5,089 

% 

-8.0 

人 

4,759 

% 

-6.5 

人 

4,437 

% 

-6.8 

第一次産業 

就業人口比率 
9.3% － 7.4% － 5.3% － 5.1% － 4.0% － 4.0% － 4.0% － 

第二次産業 

就業人口比率 
43.5% － 40.3% － 39.4% － 35.2% － 33.4% － 33.0% － 32.7% － 

第三次産業 

就業人口比率 
47.0% － 52.3% － 55.1% － 59.7% － 62.6% － 62.3% － 63.3% － 
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（３）行財政の状況 

 ア 行政の状況 

本町の令和 7 年 4 月 1 日現在の行政機構は、役場庁舎には総務課、企画

財政課、町民生活課、福祉課、健康こども課、税務課、産業観光課、建設課、

会計課、議会事務局が置かれ、皆野町文化会館には教育委員会事務局が置か

れています。 

また、皆野中学校、皆野小学校、皆野幼稚園、公民館、勤労福祉センター、

学校給食センターに職員を配置しています。 

職員数は 103 人で、多様化・複雑化する行政需要へ対応するため、職員の

計画的な定数管理、専門知識を有する職員の育成などにより、組織の活性化

を推進しています。 

 

 イ 財政の状況 

皆野町公共施設等総合管理計画及びその個別計画である皆野町公共施設

等個別施設計画や皆野町学校施設長寿命化計画に基づく施設の改修工事、

インフラの長寿命化及び高齢化に伴う社会保障費の増加などにより、今後

も多くの費用を要することが予想されます。また、税収の伸び悩み、地方交

付税の縮減も見込まれることから、厳しい財政状況が続くことが予想され

ます。 

引き続き、社会情勢の変化に対して限られた財源と人員で的確に対応す

るため効率的、効果的な事業執行を図るとともに、これまで以上に事務事業

の効率化・適正化に努めます。 

また、最少の経費で最大の効果が得られるよう、必要性や公益性、代替性

の有無の観点から不断の見直しを行い、効果が確実に見込まれる事業に対

して集中的に投資し、既存の事業は、成果検証を反映させた見直しや廃止を

行うことで、切れ目ない行財政改革に取り組んでいきます。 

 

 ウ 公共施設の整備状況 

公共施設の整備状況を建築年度別にみると、昭和 52 年から昭和 61 年ま

での 10 年間、旧耐震基準と新耐震基準の切り替わり時期の前後に多くの整

備が行われています。その後、平成 2 年度に役場庁舎、平成 17 年度に皆野

小学校、平成 20 年度には皆野中学校の整備を行っています。また、平成 25

年度から平成27年度にかけて、消防団の再編に伴う詰所整備を行いました。

旧耐震基準が適用されていた昭和 56 年以前に整備された公共施設は、全体

の 30.8%を占めています。この中には小・中学校が含まれますが、既に耐震

診断を実施し、必要な耐震化対策を完了しています。 
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しかし、公共施設等総合管理計画では、令和 33 年までの維持・更新に必

要な額は約 320 億円と見込まれます。これに対し、充当可能な額は約 132 億

円で約 188 億円の財源不足が生じる見込みです。持続可能な行政サービス

を実現するためには、収支の均衡を保つ必要があり、これまで以上に、経常

経費・維持管理経費などの節減に努めるとともに、施設の複合化や集約化、

廃止による施設保有量の縮減だけでなく、長寿命化によるライフサイクル

コストの軽減に努めていきます。
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表１－２（１）財政の状況（地方財政状況調査）                           (単位：千円、%) 

区  分 平成 22 年度 平成 27 年度 令和 2 年度 令和 6 年度 

歳入総額 Ａ 4,255,553 4,396,411 5,626,511 4,762,225 

 一般財源 2,959,927 3,003,141 2,994,670 3,403,250 

 国庫支出金 353,523 417,438 1,757,659 514,504 

 都道府県支出金 246,068 274,114 276,370 256,332 

 地方債 328,700 264,900 163,728 225,216 

 その他 199,762 150,288 76,877 362,923 

歳出総額 Ｂ 4,155,805 4,190,216 5,394,544 4,610,307 

 義務的経費 1,463,682 1,410,874 1,728,443 1,943,834 

 投資的経費 366,499 536,586 339,805 234,004 

  うち普通建設事業 366,499 536,586 326,136 234,004 

 その他 2,325,624 2,242,756 3,326,296 2,432,469 

歳入歳出差引額  Ｃ（Ａ－Ｂ） 99,748 206,195 231,967 151,918 

翌年度へ繰り越すべき財源  Ｄ 19,352 50,678 11,551 24,484 

実質収支 （Ｃ－Ｄ） 80,396 155,517 220,416 127,434 

財政力指数（３か年平均） 0.48 0.42 0.43 0.39 

実質公債費比率（３か年平均） 8.5 3.1 7.1 6.1 

経常収支比率 70.8 76.1 85.1 86.5 

将来負担比率 40.8 21.5 － - 

地方債現在高 3,218,102 3,541,263 2,992,925 2,582,170 
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表１－２（２）主要公共施設等の整備状況 

区分 平成 22 年度末 平成 27 年度末 令和元年度末 令和 2 年度末 

市町村道 

改良率（%） 14.5 17.3 19.7 20.0 

舗装率（%） 55.2 56.5 58.3 58.3 

農 道 

延長（m） - - - - 

耕地 1ha 当たり農道延長（m） - - - - 

林 道 

延長（m） 25,142 25,134 25,134 25,134 

林野 1ha 当たり林道延長（m） - - - - 

水道普及率（%） 88.4 90.1 90.0 89.8 

水洗化率（%） 91.1 97.5 99.0 96.6 

人口千人当たり病院、診療所の病床数（床） 1.9 2.1 2.2 2.3 
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（４）地域の持続的発展の基本方針 

豊かな自然と景観、これまで育まれてきた歴史や文化、伝統芸能、町民の温

かい心のつながりなど、町を活性し得る資源が多く存在します。それらの魅力

を高め、笑顔あふれる町、誇りを持てる町、若者が戻ってくる活力と魅力あふ

れる町を目指し、町民と手を取り合い、将来像の実現に向けて積極的に取り組

みます。 

将来像を実現するため、5 つの「まちづくりの主要目標」を次のとおり定め

ます。 

 

① 豊かな経済と活力ある町づくり 

高齢化や人口減少の原因の一つは、秩父地域も含め、働く場所が少なく、

若者が町から流出してしまうことです。若者が町内で働き定住できる、皆野

町でしっかり稼げる町づくりに取り組む必要があります。そのために地域

ブランドの創出、農産物の付加価値商品化のサポート、地域課題解決型の起

業などを推進します。 

また、町の知名度が低い状況にあるため、町の魅力発信を強化します。移

住・定住、観光において、町の知名度は大変重要です。SNS や YouTube など

時代に合った方法による情報発信を行い、町に来てもらい、知ってもらうこ

とで「皆野町に住んでみよう」「ここで仕事をしてみよう、新しい仕事を考

えてみよう」といった流れを創出するよう推進します。 

 

② 未来を拓く人を育む町づくり 

将来の町を支える人づくりは大変重要です。少子化の背景には未婚率の

上昇が一因となっています。婚活支援も含め、出産・子育て支援を推進しま

す。 

町の未来を支える人を育てるうえで、地域のことを学ぶ機会の充実、広い

視野を持った学校教育を推進します。読書習慣や芸術体験など、地域の学び

とともにグローバルな視点の教育を推進します。同時に、地域を支える人や

組織づくりなど、町づくりにおいて、町民の参加意識を高める取組を推進し

ます。 

 

③ 安心で安全な町づくり 

地球温暖化による気候変動や新型コロナウイルス感染症など、生活を脅

かす不安要素が増加しています。防災体制の充実と地域防災力の強化、高齢

者や障がい者などの要配慮者へのサポート強化に取り組みます。 

また、道路幅の狭い通学路の早期対策、危険な道路の早期拡幅などは喫緊
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の課題です。人も車も安全な町づくりを目指します。 

現在の公共交通はルートも限られ、乗車率も低い状況です。町内を安心し

て移動できる公共交通の見直しを検討します。 

 

④ 健康で心豊かな町づくり 

後期高齢者人口の増加を見据え、健康寿命を延伸するために、健康診査を

活用した生活習慣病予防・フレイル予防の実践、ウォーキングや公園などを

活用した健康づくり、地域コミュニティでの健康づくりを推進します。 

また、秩父音頭や俳句の町づくりの推進、地域の伝統芸能の保存・継承、

町民が気軽に文化・芸術を親しめる町づくりに取り組みます。 

さらに、花を飾る町づくりや美の山のブランドの確立に取り組みます。 

 

⑤ 持続可能な町づくり 

地球温暖化対策は地球全体の緊急課題であり、プラスチックゴミの削減

や家庭廃油のリサイクル、生ゴミの堆肥化など、資源循環の推進を行うとと

もに、住宅用太陽光発電など、自然エネルギーの活用促進に取り組みます。 

なお、景観の悪化や土砂崩れなど災害の原因となることが指摘されてい

る大規模ソーラーパネルの設置については、開発を規制する条例などを検

討します。 

 

（５）地域の持続的発展のための基本目標 

基本方針に基づき、皆野町人口ビジョンにおける将来人口の実現を目指し、

人口目標を令和 12年に 7,831 人と設定し、必要な政策を推進します。 

 

（６）計画の達成状況の評価に関する事項 

計画の達成状況の評価については、毎年「第 5次皆野町総合振興計画」の評

価・検証を行う際に、併せて実施します。 

 

（７）計画期間 

計画期間は、令和 8 年 4 月 1 日から令和 13 年 3 月 31 日までの 5 年間とす

る。 

 

（８）公共施設等総合管理計画との整合 

皆野町公共施設等総合管理計画では公共施設などの管理に関する基本的な

考え方として、「①施設保有量の適正化、②予防保全型管理による長寿命化、

③適切な施設配置と運営の効率化、④ユニバーサルデザイン化の推進」を掲げ
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ています。 

今後、公共施設などの更新や改修の時期を迎え、多額の財政需要が見込まれ

る状況にあります。人口減少や少子高齢化の進行などによって、社会構造や住

民ニーズは施設の建設当時と大きく変化し、公共サービスのあり方を見直す

必要があります。 

そこで、本計画における公共施設の整備については、皆野町公共施設等総合

管理計画に適合するものであり、将来にわたって住民への行政サービスが真

に効果的に提供できるよう、施設担当部局間や隣接市町村などと連携し、各施

設の状況把握などに努めるほか、経営的な視点を取り入れながら総合的かつ

計画的な管理運用を推進し財政負担の軽減に努めます。 
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２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成         

（１）現況と問題点 

 ア 移住・定住 

○これまでも移住促進や企業誘致に取り組んできましたが、一足飛びに移

住や企業誘致につながることは難しく、まずは本町を知ってもらうため

の情報発信の強化が課題です。 

○空き家が増加傾向にあるにも関わらず、移住希望者に情報提供できる空

き家の件数が少ない状況です。 

○移住相談が増加傾向にある一方で、「ちちぶ空き家バンク」における本町

の登録物件が少ない状況であり、移住希望者への情報提供ができないこ

とが課題です。 

○新型コロナウイルス感染症が流行して以降、新たな働き方・暮らし方の定

着が進んでいることから、移住を希望している都市部の住民に向け、テレ

ワークに適した地域で、施設も整備されていることを周知する必要があ

ります。 

○ 令和６年５月に、二地域居住の促進を目的として「広域的地域活性化のた

めの基盤整備に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、市町村が

主体となって二地域居住を促進するための法整備が行われました。移住

者及び関係人口の増加を図るための施策の一つとして二地域居住を捉え、

促進していく必要があります。 

 

 イ 地域間交流 

○本町は秩父連山の山々に抱かれた緑豊かな町であり、観光客やハイカー

などが訪れています。しかし、長瀞町と秩父市の間に位置していることか

ら、経過地としての一時的な来町者も多く、滞在時間の確保が課題です。 

○都心から 90 分圏内にある地理的条件を生かし、都市部との交流を積極的

に推進する必要がありますが、受け皿となる組織の高齢化が進んでいる

ことから組織の再構築が課題です。 

○本町には、自然、観光、農業体験など地域間交流に活用できる地域資源が

あるにも関わらず積極的な地域間交流の取組が行われていない状況です。 

 

 ウ 人材育成 

○少子高齢化の進行や若者世代の転出などによって地域コミュニティが希

薄となり、地域リーダーの育成や地域コミュニティの担い手不足が課題

です。 
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○地域おこし協力隊制度や大学等との連携を通じ、地域外から新たに活動

する人材の確保に取り組む必要があります。 

○関東三大民謡にも数えられる秩父音頭発祥の地であり、その他にも地域

ごとの伝統芸能が多数存在していますが、少子高齢化の進行により継承

のため後継者の育成が求められています。 

 

（２）その対策 

 ア 移住・定住 

 ①町の魅力発信の充実 

○子育て世代の移住希望者や新規就農希望者などターゲットを絞った町の

魅力発信の充実 

○子育て環境やサポート体制の整備・充実、就業しやすい環境整備による移

住先として魅力的な町づくりの推進 

 ②物件情報・住宅取得支援の充実 

○住宅取得・整備などによる住まいの支援対策の充実 

○サテライトオフィスを活用した企業誘致、空き家・空き店舗を活用した起

業支援などの推進 

○空き家を有効活用するため、空家対策協議会の開催、町内の空き家所有者

への適正な維持管理の指導、「ちちぶ空き家バンク」などの情報提供を推

進 

 ③二地域居住の促進 

○都市部に近いながらも自然豊かな環境である立地を活かした、二地域居

住の促進 

 

 イ 地域間交流 

○秩父音頭まつりなど観光メニューの開発・拡充やシティーセールスによ

る魅力発信の強化 

○サテライトオフィスやテレワークを活用した「地方暮らし」「田舎暮らし」

の体験を通した地域住民との交流の促進 

 

 ウ 人材育成 

○地域行事や伝統文化の継承を通した若い世代の愛着意識の醸成 

○地域コミュニティにおける人材育成の促進 

○地域おこし協力隊の定住・定着の支援による地域外の人材の確保、地域力

の向上 

○大学や民間企業との連携による取組を通じた関係人口の確保・育成 
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（３）事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

１ 移住・定住・地域

間交流の促進、人

材育成 

(1)過疎地域持続的

発展特別事業 

移 住 ・ 定 住 

 

 

 

 

 

 

 

人 材 育 成 

 

 

○子育て世帯等定住促進事業 

○お試し居住用住宅管理事業 

○移住相談センター管理事業 

○宅地開発促進事業 

○移住就業等支援金 

○移住サポーター制度 

○地域おこし協力隊推進事業 

○二地域居住促進事業 

○産官学連携事業 

町 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設などについては、個々の施設の現況及び利用状況などを十分に踏

まえ、公共施設等総合管理計画に定める基本原則に沿った維持管理や更新、統

廃合及び長寿命化などを計画的に推進していきます。 
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３ 産業の振興                       

（１）現況と問題点 

ア 農林水産業 

○農林業経営者の高齢化や後継者不足などにより、経営体数が減少してい

るため、遊休農地の増加や山林荒廃を防ぐことが課題です。 

○農家の収入増加には、付加価値のある高単価農作物の販売が必要です。高

需要で希少性のある作物の栽培や加工品開発に取り組むことが必要です。 

○遊休農地の増加は、食糧生産機能だけではなく、良好な景観形成など農地

が有する多面的機能の低下をもたらすとともに、有害鳥獣による農林業

への被害がもたらされています。 

○森林は木材生産の他にも、生物多様性の保全、CO２の吸収、土砂災害の防

止や土壌保全など多くの役割を担っています。適切な森林施業により健

全な森林の維持が求められています。 

 

イ 商工業 

○町内企業は厳しい経営を迫られていますが、創意工夫と自助努力で経営

を続けています。町民が地元商店の魅力を知り、活用して地域経済の衰退

を防ぐことが必要です。 

○新製品開発や新規事業の立ち上げなどの企業努力により、町の経済や雇

用が支えられています。町内の“がんばる企業”を支援する取組が必要で

す。 

○地理的条件から工業団地の造成などは困難ですが、皆野寄居有料道路や

町内全域をカバーする光通信網など、既存のインフラや豊富な自然環境

を生かし、規模を問わず幅広い業種に対して進出を働きかける必要があ

ります。 

○新規学卒者の雇用が少ないことが若者の転出につながり、子育て世代の

減少と少子高齢社会の進行を招いています。若年世代の流出を防ぐとと

もに、UIJ ターンなどを促進し若年世代の雇用を拡大する必要があります。 

 

ウ 観光及びレクリエーション 

○天空のポピーは、重要な観光資源に成長しましたが、その観光客を町内商

業・観光業の活性化につなげることが十分にできていないことが課題で

す。 

○観光資源が地理的・季節的に点在しており、町単独で観光客のニーズを満

たすことは難しい状況です。市町村の枠を超えて観光資源をつなぎ補完
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し合う観光パッケージの開発が必要です。 

○本町の観光情報は、パンフレットやポスターが中心であり、即時性に欠け

ニーズに応えきれていないことから、SNS を活用するなどタイムリーな発

信が必要になります。 

○観光客の新規獲得やリピーターの定着には商業・観光事業者のみならず、

町全体で来訪者を心からもてなす意識の醸成が必要です。 

○インターネット経由での情報収集や個人による SNS 投稿が普及し、観光

施設でのフリーWi-Fi スポットの整備が求められています。 

○最近では民間団体が主導する各種イベントが活性化していることもあり、

イベントなどを通して官民が協同して地域課題へ取り組むことが求めら

れています。 

 

（２）その対策 

ア 農林水産業 

①農産物の付加価値の向上と地産地消の推進 

○農林産物の販路拡大と農商工連携の促進 

○栗の「ぽろたん」など高単価が期待できる作物の特産地化の促進と生産技

術の向上 

○地場農林産物と郷土の特色ある食材の使用促進 

②持続可能な農業の推進 

○地域計画に基づく地域農業の継続と農地の適切な利用を促進 

○退職世代や移住者に対する就農支援と農業従事者の確保 

○農地中間管理機構を活用した農地利用の効率化の促進 

③有害鳥獣対策の推進 

○電気柵などの鳥獣防護柵の普及 

○専門家の指導に基づく「正しい捕獲」と「正しい技術」の普及による人材

育成 

○有害鳥獣駆除業務従事者への支援 

④森林施業集約化の推進 

○森林経営管理制度を活用した林業の成長産業化と適切な管理 

○森林環境譲与税を活用した森林整備の促進 

○林業従事者の確保・育成と技術や生産性の向上 

 

イ 商工業 

①行きつけのお店づくりの推進 

○町内の需要拡大と地域経済の循環を図り“にぎわい”を創出 
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○地元商店利用のきっかけや魅力発見につながる機会の創出 

○観光客などに行きつけの店を紹介・つなぐことができる“町民オール案内

人”の醸成 

②がんばる企業の応援 

○若手経営者など意欲ある店主や後継者の自立的な取組を支援 

○地場農林産物の利用促進や生産者と企業のマッチング支援 

○中小企業における経営環境の改善促進 

○経営者のニーズ調査・分析及び効果的な経営の支援 

③企業誘致の推進 

○インターネット環境を生かしたテレワーク型企業や自然資源を生かした

レジャー産業など、幅広い業種の企業誘致を促進 

○サテライトオフィス事業による企業誘致を推進し、魅力ある働く環境の

創出と地域経済の活性化を図る 

○空き店舗・空き家を活用した創業支援や小規模事業所の誘致 

○経営の専門家による各種講習や個別指導の充実による創業サポート 

④若年者雇用の拡大 

○秩父地域、県北地域を含めた広域的な雇用機会を創出し"皆野に住んで"

働くスタイルを推進 

○関係機関と連携した職業訓練機会の増加と情報発信 

○求人情報の積極的な提供 

 

ウ 観光及びレクリエーション 

①他市町村と連携した回遊性の向上 

○地域の関係機関と協力した、観光周遊パッケージの開発 

○近隣市町村における共通の観光資源を活用した PR 促進 

○既存の観光資源と組み合わせて回遊性を高められる資源の開発や掘り起

こし 

②観光情報の集約と発信 

○WEB サイト、SNS を活用したタイムリーな情報の提供 

○観光客の誘致のため、関係機関・団体の情報発信強化の促進 

○道の駅みなのの機能強化 

③おもてなし意識の醸成 

○観光客が安心してまち歩きができる案内表示の整備 

○“おもてなしの心”の醸成や入りやすいお店づくりの促進 

○自然観察、体験会など郷土の自然に触れられる機会の創出 

○ホタルなどの希少な動植物を守り育てる活動の支援 



 

21 

④ICT 利活用基盤の整備 

○観光情報のデジタル化やフリーWi-Fi スポットの整備 

○商業・観光事業者や観光客からも SNS を活用した最新情報の提供ができ

る仕組みづくりの推進 

○サテライトオフィスを始めとした町内施設を利用したイベントの実施や

ワーケーションなどの推進 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

２ 産業の振興 (1)基盤整備 

農 業 

 

林 業 

 

 

 

 

(2)観光又はレクリ

エーション 

(3)過疎地域持続的

発展特別事業 

第 1 次 産 業 

 

 

 

 

 

 

 

商工業・6 次産業化 

 

 

 

観 光 

 

 

 

 

企 業 誘 致 

 

 

 

 

 

 

 

○防災重点農業用ため池（一

ト星池）に係る防災工事 

○有害鳥獣対策用具類購入事

業 

○インフラ施設周辺森林整備

事業 

○里山観光資源整備事業 

○観光トイレ整備・改修事業 

○ハイキング道等整備事業 

 

 

○中山間地域直接支払事業 

○奨励作物補助金 

○明日の農業担い手育成塾 

○皆野町有機質肥料推進費補

助金 

○農業近代化資金利子補給金 

○皆野町支障木伐採事業補助

金 

○商工会補助金 

○にぎわい創出事業補助金 

○住宅リフォーム資金助成事

業 

○観光協会補助金 

○秩父音頭まつり補助金 

○ふれあいまつり補助金 

○ポピーまつり負担金 

○道の駅みなの機能強化事業 

○企業誘致奨励事業 

○空き店舗等活用促進事業 

○サテライトオフィス利用促

進事業 

○テレワーク型企業誘致プロ

モーション事業 

○ワーケーション推進事業 

町 
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（４）産業振興促進事項 

ア 産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興促進区域 業種 計画期間 備考 

皆野町全域 

製造業、情報サービ

ス業等、農林水産物

等販売業または旅館

業 

令和 8 年 4 月 1 日～ 

令和 13 年 3 月 31 日 
 

 

イ 当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

  上記「（２）その対策」及び「（３）事業計画」のとおり。  

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設などについては、個々の施設の現況及び利用状況などを十分に踏

まえ、公共施設等総合管理計画に定める基本原則に沿った維持管理や更新、統

廃合及び長寿命化などを計画的に推進していきます。 
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４ 地域における情報化                   

（１）現況と問題点 

○高度情報化の進展により、スマートフォンの普及や AI、IoT の実用化な

ど、誰でも必要なときに欲しい情報が得られるようになっていますが、高

齢化などに伴う情報格差を解消することが課題です。 

○マイナンバー制度を活用し、住民が安心して ICT による行政サービスを

受けられるよう徹底した情報セキュリティ対策を講じた環境を整備する

必要があります。 

○防災において、台風などの大雨時には、防災無線では聞こえにくいことな

どが課題です。現在は、携帯電話の通信網を利用したメール配信サービス

を行うとともに、防災無線を補完する役割として、戸別受信機を貸与して

います。 

 

（２）その対策 

○情報通信関連の整備に伴うデジタル情報の活用の普及及び高齢者などに

おけるデジタルデバイトの解消 

○ICT を活用した行政事務の電子化の推進及び徹底した情報セキュリティ

対策による住民の安心安全の確保 

○防災行政無線やデジタル情報を活用した情報伝達体制の強化 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設などについては、個々の施設の現況及び利用状況などを十分に踏

まえ、公共施設等総合管理計画に定める基本原則に沿った維持管理や更新、統

廃合及び長寿命化などを計画的に推進していきます。 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

３ 地域における情 

報化 

(1)電気通信施設等

情報化のための

施設 

防災行政用無線施設 

 

(2)過疎地域持続的

発展特別事業 

情 報 化 

デジタル技術活用 

 

 

 

○防災行政無線管理事業 

○戸別受信機整備事業 

 

 

○町情報システム共同化事業 

○テレワーク環境整備事業 

○ICT 活用事業 

町 
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５ 交通施設の整備、交通手段の確保             

（１）現況と問題点 

ア 国・県・町道 

○市街地は建物が多く、狭あい道路や未改良道路の整備に取り組む必要が

あります。また、中山間地の集落間道路は急こう配で見通しのきかないカ

ーブが多いため、整備が急がれています。 

○橋や舗装などの老朽化が進み、安全な通行を確保するための改修が必要

です。 

○主要な生活道路は、町から委託を受けた建設業者などにより除雪を行い

ますが、大雪時には各地域からの生活道路の除雪依頼に十分対応できず、

地域間の格差が指摘されています。 

 

イ 林道  

○林道は、林業振興に加え、生活道路として重要な役割を担っており、整備

が急がれています。 

 

ウ 地域公共交通 

○町内における高齢者の割合も高く、運転免許証を自主返納する町民も増

加傾向にあります。町民の移動手段の確保のため、鉄道やバスなどの公共

交通機関の充実が必要となります。 

 

（２）その対策 

ア 国・県・町道 

①生活道路の整備と管理 

○防災性及び住環境の向上を図るため、狭あい道路の整備を中心に未改良

区間の工事を推進 

○中山間地域の町道における道路施設の整備などは、地域の要望に応じた

工事を実施 

○県道は、未改良区間の工事を継続して要望、協力、調整の実施 

○橋の定期点検を実施し、長寿命化のための修繕工事を実施 

○計画的な町道の修繕の実施 

○自動出動し除雪する生活道路以外では必要に応じて建設業者などによる

除雪を実施 

○大雪時の道路交通機能を確保するため、各道路管理者における連携 
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イ 林道 

  ○地域に密着する林道の適切な維持管理 

 

ウ 地域公共交通 

①誰もが利用しやすい公共交通の推進 

○地域公共交通会議などを開催し、地域の実情に即した町営バス路線など

の充実 

○秩父鉄道のより安全・快適な鉄道運行の維持・充実を促進 

○西武観光バスの路線維持のため支援を充実 

○路線バスの再編・利用環境改善、デマンド交通導入等、地域公共交通計画

に基づく交通環境の維持・改善に向けた取組や公共交通利用促進に向けた

取組を実施し、公共交通運行事業を推進 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

４ 交通施設の整備、

交通手段の確保 

(1)市町村道 

道 路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○皆野 3 号線(舗装･改良) 

L=300m W=5.0m(皆野) 

○皆野 4 号線(改良) 

L=100m W=4.0m(皆野) 

○皆野 11 号線(改良) 

L=100m W=4.0m(皆野) 

○皆野 17 号線(改良･舗装) 

L=200m W=4.0m(皆野) 

○皆野 38 号線(舗装) 

L=100m W=4.0m(皆野) 

○皆野 46 号線(改良) 

L=100m W=4.0m(皆野) 

○皆野 57 号線(改良) 

L=100m W=4.0m(皆野) 

○皆野 59 号線(改良) 

L=100m W=4.0m(皆野) 

○皆野 63 号線(改良) 

L=100m W=4.0m(皆野) 

○皆野 70 号線(舗装) 

L=300m W=5.0m(皆野) 

○皆野 94 号線(測量・用地・

改良) 

L=100m W=4.0m(皆野) 

○皆野 100 号線(測量・用地・

改良) 

L=100m W=4.0m(皆野) 

○皆野 103 号線(測量･用地･

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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改良) 

L=100m W=4.0m(皆野) 

○皆野 136 号線(舗装･改良) 

L=100m W=5.0m(皆野) 

○皆野 137 号線(測量・用地・

改良) 

L=100m W=4.0m(皆野) 

○皆野 230 号線(舗装･改良) 

L=100m W=5.0m(皆野) 

○皆野 231 号線(舗装･改良) 

L=100m W=5.0m(皆野) 

○下田野 1 号線(測量･用地･

改良) 

L=200m W=4.0m(下田野) 

○下田野 13 号線(舗装･改良) 

L=100m W=4.0m(下田野) 

○下田野 42 号線(測量･用地･

改良) 

L=100m W=4.0m(下田野) 

○下田野 64 号線(改良) 

L=100m W=4.0m(下田野) 

○国神 1 号線(測量･用地･舗

装･改良) 

L=300m W=5.0m(金崎･国 

神) 

○国神 11 号線(改良) 

L=100m W=4.0m(国神) 

○国神 13 号線(舗装･改良) 

L=200m W=4.0m(大渕) 

○国神 14 号線(測量･用地･改

良) 

L=300m W=4.0m(野巻) 

○国神 33 号線(測量･用地･改

良) 

L=100m W=4.0m(金崎) 

○国神 54 号線(測量･用地･改

良) 

L=100m W=4.0m(金崎) 

○国神 66 号線(舗装･改良) 

L=300m W=4.0m(金崎･国 

神) 

○国神 73 号線(測量･用地･改

良) 

L=100m W=4.0m(国神) 

○国神 74・77 号線(測量･用

地･改良) 

L=100m W=4.0m(国神) 

○国神 79 号線(測量･用地･改

良) 

L=100m W=4.0m(国神) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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橋 り ょ う 

 

 

 

 

 

(2)林道 

 

 

 

 

 

○国神 100 号線(舗装) 

L=300m W=4.0m(大渕) 

○国神 115 号線(測量･用地･

改良) 

L=300m W=4.0m(大渕) 

○日野沢 11 号線(舗装･改良) 

L=300m W=4.0m(下日野 

沢･金沢) 

○日野沢 34 号線(舗装･改良) 

L=200m W=4.0m(下日野 

沢) 

○日野沢 40 号線(舗装･改良) 

L=200m W=4.0m(下日野 

沢) 

○日野沢 46 号線(舗装･改良) 

L=200m W=4.0m(下日野 

沢) 

○金沢 1 号線(舗装) 

L=400m W=6.0m(金沢) 

○金沢 11 号線(舗装･改良) 

L=200m W=4.0m(金沢) 

○金沢 12 号線(舗装･改良) 

L=200m W=4.0m(金沢) 

○三沢 1 号線(舗装･改良) 

L=200m W=5.0m(三沢) 

○三沢 3 号線(舗装) 

L=300m W=5.0m(三沢) 

○三沢 11 号線(測量･舗装･改

良) 

L=300m W=5.0m(三沢) 

○三沢 12 号線(改良･舗装) 

L=200m W=4.0m(三沢) 

○三沢 66 号線(改良) 

L=200m W=4.0m(三沢) 

○三沢 78 号線(舗装・改良) 

L=100m W=4.0m(三沢) 

○三沢 105 号線(改良) 

L=200m W=4.0m(三沢) 

○道路･林道橋りょう設計･ 

修繕 10 橋 

○道路橋りょう定期点検 

158 橋 

○林道橋りょう定期点検 

20 橋 

○林道二本木線(測量･改良) 

L=200m W=4.0m(三沢) 

○林道雨乞曽根坂線(測量･改

良) 

L=300m W=4.0m(三沢) 

○林道大霧山線(舗装･改良) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設などについては、個々の施設の現況及び利用状況などを十分に踏

まえ、公共施設等総合管理計画に定める基本原則に沿った維持管理や更新、統

廃合及び長寿命化などを計画的に推進していきます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)自動車等 

自 動 車 

(4)過疎地域持続的

発展特別事業 

公 共 交 通 

 

(5)その他 

L=200m W=4.0m(三沢) 

○林道能林線(舗装･改良) 

L=200m W=4.0m(三沢) 

○林道小前線(舗装) 

L=200m W=4.0m(上日野 

沢) 

○林道奈良尾線(改良) 

L=200m W=4.0m(上日野 

沢) 

○林道藤原線(舗装･改良) 

L=200m W=4.0m(下日野 

沢) 

○林道浦山線(舗装) 

L=200m W=4.0m(金沢) 

○林道上武秩父線(舗装) 

L=200m W=4.0m(金沢) 

○林道大平線(舗装) 

L=200m W=4.0m(金沢) 

 

○公共交通運行事業 

 

 

○公共交通利用券事業 

○公共交通運行事業 

○普通河川改修 10 河川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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６ 生活環境の整備                     

（１）現況と問題点 

ア 消防防災・救急 

○地震や台風などの想定を超えた自然災害に対応できるように防災行政無

線や戸別受信機、防災倉庫及び防災備品を配備し、災害に強いまちづくり

を推進しました。想定を超える災害時には即時対応できるように引き続

き取り組む必要があります。 

○令和 2 年度には、備蓄品の配備やエアコン設置などの支援を実施し、自

主防災組織の協力のもと、行政区の公会堂などを活用した「地域避難所」

を計 26 か所整備しました。今後は、地域避難所への各種支援や、円滑な

活用方法などが課題となります。 

○町消防団は、詰所・車両の更新により、施設整備と機能強化が図られまし

た。しかし、団員の減少や高齢化のため、有事における消防活動への団員

不足が懸念されており、女性を含めたさらなる団員の確保と、OB 隊の組

織強化などを図る必要があります。また、防火水槽の老朽化などが進行し

ているため、計画的な更新が必要となります。 

○令和 2 年度からは、新型コロナウイルス感染症に対応した避難所の整備

計画の策定や感染対策備品の整備に取り組みました。引き続き備品の整

備や感染対策を考慮した避難所開設訓練を行うことが必要です。 

○安全・安心な環境づくりのため、町内の LED 防犯灯の増設や自主防犯組

織による防犯パトロールに取り組んでいます。今後も地域の安全を守る

ため継続的な取組が重要となります。 

 

イ 住環境 

 ①町営住宅 

○昭和 47 年から建設し、現在 108 戸を管理し、子育て世帯などを中心に高

い利用率を確保し、住民の定着に一定の効果を示してきました。しかし、

耐用年限が過ぎ老朽化が著しく、設備不良状態である住宅の募集につい

て検討の必要があります。 

 ②空き地、空き家対策 

○空き家の実態調査等を経て、令和 7 年 2 月に「皆野町空家等対策計画」

を策定しました。継続した実態把握や早期対応、発生予防、利活用の促進、

管理不全空家等の解消に、関係団体等とも連携しながら対応していきま

す。 

○空き家の現状、所有者の意向、地域の実情に合わせた空家等対策計画を策
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定する必要があります。 

 

ウ 環境衛生 

○荒川の環境を保全するために下水道の普及を推進し、計画的な整備に取

り組んでいます。主要施設である長瀞浄化センターなどの老朽化に伴う

施設の設備を更新する必要があります。 

○単独浄化槽から合併処理浄化槽への転換が必要ですが、合併処理浄化槽

の設置基数が伸びていないことが課題です。 

 

エ 上水道 

○秩父広域市町村圏組合により広域水道が運営されています。今後もイン

フラの維持管理コストがかかることから、一定程度の財政負担が続くこ

とが見込まれます。 

 

（２）その対策 

ア 消防防災・救急 

①防災対策の充実 

○避難所などにおける災害備蓄品の整備・更新 

○自主防災組織の維持 

○自主防災組織の協力のもと、住民参加型の避難訓練の実施 

○地域避難所活用のための備蓄品の整備などの行政区への支援 

○防災行政無線の戸別受信機の貸与 

②消防・救急・救助体制の充実 

○秩父広域市町村圏組合との連携 

○新入消防団員確保のため、広報活動の実施 

○消防団員の準中型自動車免許取得の補助事業の実施 

○防火水槽の新設や修繕 

③危機管理体制の充実 

○職員による避難所開設訓練の実施 

○必要に応じた皆野町地域防災計画や皆野町業務継続計画（BCP）の見直 

し、情報収集体制の充実 

○新型インフルエンザなどの新興感染症への対策を充実 

 

イ 住環境 

①町営住宅 

○住環境の向上と長寿命化など適切な維持管理の実施 
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②空き地、空き家対策 

  ○空家等対策計画に基づいた、空き家の調査、適切な管理の推進 

 

ウ 環境衛生 

①下水道整備の推進 

○下水道未接続世帯への普及促進 

○管渠工事の計画的な事業実施 

○各下水道施設の点検･修繕･調査･改築の実施 

②合併処理浄化槽の普及促進 

○合併処理浄化槽への転換促進のため補助金の交付 

○合併処理浄化槽について情報発信の強化による理解の促進 

 

エ 上水道 

○上水道施設の点検･修繕･調査･改築の実施 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

５ 生活環境の整備 (1)水道施設 

上 水 道 

(2)下水処理施設 

公 共 下 水 道 

(3)廃棄物処理施設 

し 尿 処 理 施 設 

 

(4)消防施設 

 

(5)公営住宅 

 

(6)過疎地域持続的

発展特別事業 

生 活 

 

 

 

環 境 

 

 

 

 

 

防 災 ・ 防 犯 

 

 

○上水道事業 

 

○下水道事業 

 

○し尿処理事業 

○浄化槽市町村整備型事業 

○消防施設整備事業 

○消防施設管理事業 

○町営住宅修繕 

○町営住宅除却 

 

 

 

○小規模水道設置費補助金 

○し尿処理事業広域化統合

事業 

○空家等対策計画の遂行 

○斎場費負担金 

○清掃費負担金 

○下水道費負担金 

○浄化槽一般管理事業 

○ごみ軽量化事業 

○常備消防費負担事業 

○非常備消防費負担事業 

町 

 



 

32 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設などについては、個々の施設の現況及び利用状況などを十分に踏ま

え、公共施設等総合管理計画に定める基本原則に沿った維持管理や更新、統廃

合及び長寿命化などを計画的に推進していきます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○防災対策事業 

○防災会議運営事業 

○防災行政無線管理事業 

○戸別受信機整備事業 

○防犯推進事業 

○交通安全対策事業 

○国民保護協議会運営事業 

○防犯灯の整備事業 

○自主防犯組織・自主防災組

織の活動支援事業 
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７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上と増進 

（１）現況と問題点 

ア 結婚・子育て支援 

○未婚率は女性よりも男性の方が高く、特に男性の 25～29 歳、女性の 30～

34 歳で上昇傾向がみられ、これらの年代に向けた取組が求められていま

す。 

○本町の出生数は、平成 26年に 58 人、令和 6年は 23人と 10 年間で 35人、

約 60%減少しています。また、核家族化や共働き世帯の増加、地域のつな

がりの希薄化などを背景に、子どもやその家庭を取り巻く環境は大きく

変化しています。支援や見守りを必要とする家庭も増えており、母子保健

と児童福祉の一体的な相談支援体制をより強化する必要があります。 

○全ての人が仕事と生活のバランスがとれる働き方を選択することができ

るよう、男性の育児休業取得やワークライフバランスに関する啓発が課

題です。 

 

イ 高齢者等の保健及び福祉 

○町の高齢化率は、令和 7 年 4 月 1 日時点で 40.4%であり、超高齢社会とな

っています。高齢になっても住み慣れた地域で安心して自分らしい暮ら

しを続けることができるよう、健康づくりの推進、高齢者の活躍の場の確

保や質の高い医療・介護サービスが求められています。 

○地域の過疎化が進む中で、町民同士の支え合いや助け合いがますます重

要となり、高齢者自らが介護予防に取り組み、元気で自立した生活を営む

ための施策が求められています。また、新型コロナウイルス感染症対策を

きっかけとして、集団での活動環境が大きく変化しつつあり、介護予防事

業も時代に合わせた事業展開が必要となります。 

○高齢者のいる世帯は増加傾向にあり、なかでも単身や夫婦のみの高齢者 

世帯が増加しています。介護ニーズの高い後期高齢者人口が、今後より一層

増加することが見込まれています。更なる介護保険制度の周知と理解の

もとに、一人ひとりのニーズに合った適正なサービス提供が必要となり

ます。 

○障がいの有無に関わらず共に生きる社会の実現に向けて、自立した日常

生活または社会生活などの支援が求められています。 

○発達の気になる子どもたちに対する早期療育や多様化するニーズに対応

した支援の充実が課題です。 
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（２）その対策 

ア 結婚・子育て支援 

①結婚・子育て支援の充実 

○結婚支援・子育て支援に関する情報発信の強化 

○不妊治療に対する支援の継続 

○親子が安全に楽しく過ごせる交流の場の充実 

○児童虐待を未然に防ぐため、地域全体で子どもを見守る環境を強化 

○子育て家庭の経済的負担軽減の充実 

○こども家庭センターの整備 

○医療体制の充実 

○こども医療費・ひとり親家庭等医療費の助成 

②仕事と子育て両立支援 

○多様なニーズに対応した保育サービス・放課後児童対策の充実 

○ワークライフバランスに関する包括的な情報発信の強化 

○男女共同参画による子育て意識の醸成・父親への子育て参加の促進 

 

イ 高齢者等の保健及び福祉 

①地域包括ケアの推進 

○地域包括ケアシステムの実現のため地域包括支援センターの機能強化 

○専門職やボランティア組織などとの連携を強化 

○町民が主体となる通いの場の活動支援 

②介護予防活動の充実 

○少人数できめ細かな、効果的で質の高い介護予防事業の実施 

○健診から始まる生活習慣病予防、フレイル予防の推進 

○高齢者が自身の知識や経験を生かして企画する介護予防事業の推進 

③介護サービスの適正な提供 

○介護保険事務の効率化、保険料徴収率の向上による健全な介護保険財政

の運営の推進 

○公平・的確・迅速な要介護認定審査の促進 

○介護保険サービス適正利用の促進のため、地域包括支援センターとの連

携強化 

④療育体制の充実 

○障がいの特性に応じた支援や保育・教育体制の整備・充実 

○専門スタッフによる相談体制の充実 

○包括的な支援のため、町内外の関係機関との連携を強化 

⑤障がい者(児)福祉の推進 



 

35 

○関係機関などと連携した専門的な相談支援体制の充実 

○障がい者の立場に立ったサービスの充実 

○ノーマライゼーションの理解を深め、障がい者への差別や偏見のない、福

祉のこころ豊かな地域社会づくりを推進 

○重度心身障害者医療費の助成 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設などについては、個々の施設の現況及び利用状況などを十分に踏

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

６ 子育て環境の確

保、高齢者等の保

健及び福祉の向上

と増進 

(1)高齢者福祉施設 

老人福祉センター 

(2)障害者福祉施設 

地域活動支援センター 

 

過疎地域持続的発

展特別事業 

児 童 福 祉 

 

 

 

 

 

高 齢 者 ・ 

障 が い 者 福 祉 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健 康 づ く り 

 

そ の 他 

基 金 積 立 

 

○老人福祉センター建物改修 

 

○地域活動支援センター負担

金 

 

 

○こども医療費助成事業 

○ひとり親家庭等医療費助成

事業 

○保育料軽減事業 

○放課後児童健全育成事業 

○地域子育て支援拠点事業 

○いきあいサロン補助金 

○緊急通報発信機設置事業 

○お出かけタクシー事業 

○ねたきり重度心身障害者等

紙オムツ給付 

○在宅重度心身障害者手当 

○ねたきり老人等手当 

○老人在宅福祉事業 

○シルバー人材センター補助

金 

○社会福祉協議補助金 

○地域支え合い事業補助金 

○重度心身障害者医療費助成

事業 

○心身障害者自動車燃料費助

成金 

○住民健診事業 

○健康増進事業 

○不妊治療費助成事業 

○地域福祉基金 

町 
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まえ、公共施設等総合管理計画に定める基本原則に沿った維持管理や更新、統

廃合及び長寿命化などを計画的に推進していきます。 
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８ 医療の確保                       

（１）現況と問題点 

○本町の救急医療体制は、秩父圏域として初期救急医療体制と二次救急医

療体制がありますが、三次救急医療体制は埼玉県内の他地域に依存して

います。 

○初期救急医療体制は、秩父郡市医師会を中心に休日診療所、在宅当番医

制、平日夜間の小児初期救急体制があります。 

○二次救急医療体制は、病院輪番制により秩父市立病院と皆野病院の 2 病

院が分担して休日・夜間の救急診療に対応しています。令和 7 年 3 月ま

では秩父病院も対応していましたが、医師の確保が困難なため二次救急

輪番制から離脱しました。 

 

（２）その対策 

○ちちぶ定住自立圏構想に基づき、ちちぶ医療協議会と連携した秩父圏域

内における医療体制の充実 

○救急医療体制の充実 

○医師・医療スタッフの確保及び負担軽減 

○秩父広域市町村圏組合と連携した救急医療体制の確保 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設などについては、個々の施設の現況及び利用状況などを十分に踏

まえ、公共施設等総合管理計画に定める基本原則に沿った維持管理や更新、統

廃合及び長寿命化などを計画的に推進していきます。 

  

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

7 医療の確保 (1)過疎地域持続的

発展特別事業 

そ の 他 

 

 

○救急医療施設費負担金 

○ちちぶ定住自立圏医療分野

負担金 町 
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９ 教育の振興                       

（１）現況と問題点 

ア 学校教育 

○少子化の影響で一部の小学校では、複式学級の編制を要する状況になっ

ています。複式学級では、2 学年を 1 教室にて 1 人の教職員がそれぞれ学

習内容の異なる教材の授業をすることになります。きめ細やかな個に応

じた教育による児童理解と学力向上の担保の困難や働き方改革・負担軽

減が推進されているなか、教職員の負担が増し、教育の質が低下するなど

の問題が生じます。 

○児童数が減少する中でもよりよい教育環境を整備するため、令和 8 年度

を以て国神小学校、三沢小学校を閉校し、令和 9 年度からは皆野小学校 1

校に統合する方針です。 

○災害や事故などに備え、子どもたちが危機管理能力の基礎を身に付けら

れるよう、実践的な避難訓練や交通安全への取組が重要となっています。

学校の危機管理体制の更なる整備充実と地域や関係機関と連携した学校

安全に取り組むことが求められています。 

○学校教育の質の向上を図るためには、子どもと向き合い、認め鍛え育むと

いう自らの職責と学び続ける自覚のある教職員の育成と環境づくりに取

り組む必要があります。 

○学校施設において築年数が 40 年を超える施設が増加し、不具合や故障す

る施設・設備が多くなってきています。児童生徒の安全な学習環境の整備

を最重要課題としつつ、ICT 化など多様な学びに対応できる学習環境の整

備に取り組む必要があります。 

○学校給食センターについて、施設の老朽化や衛生管理基準への適応、食物

アレルギーへの対応強化などの観点から建て替えを進めています。 

○教職員が子どもと向き合う時間を確保し、教育の質を向上させるために

教職員の働き方改革を推進する中で、教職員が担うべき業務のあり方が

見直されています。また、地域とともにある学校を目指すコミュニティ・

スクールによる学校・地域などの実情を踏まえた教育を推進しています。

学校・地域の教育力の向上のため、校長のリーダーシップのもと学校全体

で地域と連携・協働しながらチームとして子どもたちの育成に取り組む

必要があります。 

 

イ 社会教育、社会教育施設 

○社会教育・体育施設において建設から長期間経過した施設が増加し、不具
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合や故障する施設・設備が多くなってきています。健康で心豊かな町づく

りのため修繕・改修などを実施しながら施設の長寿命化を図る必要があ

ります。 

○社会教育については、既存の町講座事業や文化サークル団体において、参

加者数や満足度の低迷が見られ、時代の変化に伴う新たな学習需要を探

る必要があります。今後は、新たな学習機会の提供のほか、その学習の場

としての公民館（図書室）、文化会館などの社会教育施設の整備・充実が

課題となります。 

○社会体育については、町民をはじめ地域住民が様々なスポーツ活動に取

り組んでいるが、人口減少に伴い、町のスポーツ人口も減少傾向がみられ

ます。今後は、人口減少に応じたスポーツ活動支援などが必要になります。 

 

（２）その対策 

ア 学校教育 

①小学校の統合 

②複式学級においても学年ごとの授業を実現する体制の構築 

③子どもたちの安全・安心の確保 

○感染予防対策と健康教育の充実 

○防災教育・交通安全教育の充実 

○家庭や地域と連携した地域の見守り体制の充実 

④教職員の資質向上 

○ICT 活用指導力の向上に向けた研修とサポート体制の充実 

○指導主事・学校教育指導員による指導助言及び研修体制の充実 

○教職員不祥事根絶のための計画的・組織的な取組の推進 

○特別支援教育指導員などを活用した就学支援体制の充実 

⑤学習環境等の整備・充実 

○多様な学習方法・教育活動に対応した学校施設・設備の整備・充実 

○施設長寿命化計画に基づく老朽化対応・長寿命化改修 

○学校給食センターの更新 

⑥地域と連携した教育の推進 

○チーム学校づくりの推進 

○学校における働き方改革の推進 

○コミュニティ・スクールによる地域との連携・協働 

○部活動の地域移行のための体制整備 

 

イ 社会教育、社会教育施設 
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 ○社会教育・体育施設の計画的な修繕・改修などの実施 

 ○町民の自発的・主体的な生涯学習活動を促す事業づくり 

○生涯学習の場としての社会教育施設の効果的な活用 

○社会教育活動についての適切な広報と情報発信 

○社会体育施設を有効利用したスポーツに親しむための環境づくり 

○スポーツ推進委員をはじめとした指導者や活動支援人材の育成 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

８ 教育の振興 (1)学校教育関連施

設 

校 舎 

 

 

 

 

 

屋 内 運 動 場 

 

 

 

 

 

給 食 施 設 

(2)幼稚園 

 

 

 

 

(3)集会施設、体育

施設等 

公 民 館 

体 育 施 設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)過疎地域持続的

発展特別事業 

幼 児 教 育 

 

 

○町立学校施設照明 LED 化事

業 

○皆野小学校会議室整備工事 

○小学校統合事業 

○皆野小学校校舎屋根外壁改

修工事 

○皆野小学校屋内運動場屋根

改修工事 

○国神小学校屋内運動場屋根

改修工事 

○町立学校施設屋内運動場空

調設備整備事業 

○学校給食センター建設事業 

 

○皆野幼稚園屋根外壁改修工

事 

○皆野幼稚園施設照明 LED 化

事業 

 

 

 

○スポーツ公園トイレ洋式化

改修工事 

○野球場バックネット改修工

事 

○町民運動公園照明設備 LED

化事業 

○テニスコート照明設備 LED

化事業 

○皆野スポーツ公園外灯照明

設備 LED 化事業 

 

 

○英語指導助手委託（ALT） 

町 
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設などについては、個々の施設の現況及び利用状況などを十分に踏

まえ、公共施設等総合管理計画に定める基本原則に沿った維持管理や更新、統

廃合及び長寿命化などを計画的に推進していきます。 

 

  

義 務 教 育 

 

 

 

 

基 金 積 立 

○複式学級対応教職員の採用 

○英語指導助手委託（ALT） 

○ICT 環境の整備・学習用タ

ブレット更新事業 

○図書購入基金積立 

○学校教育施設整備基金積立 
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１０ 集落の整備                      

（１）現況と問題点 

○人口減少や少子高齢化が進み、行政区の加入世帯が減少しており、地域で

の支え合いとなる互助の活動に影響を及ぼしています。 

○若年層の転出などによる地域コミュニティの希薄化や担い手の確保が難

しくなっており、祭事や集落活動の維持ができない状況になっています。 

 

（２）その対策 

○地域社会への貢献活動や自治組織、地域団体の活動の支援 

○集落の見守り活動の実施 

○祭事などの地域に根付いたイベントや特色のある取組の支援 

○コミュニティ施設の整備及び改修や公共施設の開放による活動拠点の充

実 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設などについては、個々の施設の現況及び利用状況などを十分に踏

まえ、公共施設等総合管理計画に定める基本原則に沿った維持管理や更新、統

廃合及び長寿命化などを計画的に推進していきます。 

  

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

９ 集落の整備 (1)過疎地域持続的

発展特別事業 

集 落 整 備 

 

(2)その他 

 

 

○行政区運営事業 

○コミュニティ推進事業 

○集会所維持管理事業 

町 
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１１ 地域文化の振興                    

（１）現況と問題点 

 ア 文化会館 

○地域文化の発表などの場になる文化会館は築年数40年を目前としており、

不具合箇所や故障が多くなってきています。健康で心豊かな町づくりの

ため修繕・改修などを実施しながら施設の長寿命化を図る必要がありま

す。 

 

イ 文化財の継承 

○過疎化及び高齢化の進展により、長年継続されてきた民俗芸能や祭礼、年

中行事などが廃絶する可能性が年々増加しています。道具の手入れや飾

りつけ、操作方法、芸能や行事の所作及び作法などを知る者がいなくなる

ことで、町の歴史を形づくってきた文化が失われる恐れがあります。 

○高齢化に伴う文化財所有者の死亡や転居、管理者の交代、文化財への無関

心などにより、古文書など個人所有の文化財が散逸、もしくは管理体制が

脆弱化しています。 

 

 ウ 文化財の保護 

○縄文土器などの考古資料や近世以降の民具などを収蔵する文化財収蔵庫

及び文化財倉庫の経年劣化が進み、収蔵環境が悪化しています。 

○指定、未指定に関わらず、寺社仏閣、城跡、道跡、供養塔、墓標、道標な

どの基礎調査が行われていない、あるいは調査後相当年数が経過し、現状

が把握されていません。 

 

 エ 文化財の活用 

○町内小中学校の児童生徒が、体系的に町の歴史や文化を学ぶカリキュラ

ムが確立されていません。 

○指定文化財をはじめ、町の文化財の魅力が町民に十分に周知されておら

ず、文化財を守り、活用しようとする意識の醸成につながっていません。 

○町文化財に関するリーフレットや刊行物が少ないのが現状です。特に、町

指定文化財の概要をまとめた冊子及び文化財マップが存在しません。 

 

（２）その対策 

 ア 文化会館 

  ○文化会館などの文化施設の計画的な修繕・改修などの実施 
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イ 文化財の継承 

○民俗芸能などの無形民俗文化財の記録保存の促進 

○文化財倉庫に収蔵されている民具の体験講座などによるモノとワザの継

承 

 

 ウ 文化財の保護 

○建造物や史跡、中・近世石塔などの基礎調査の実施 

○文化財や資料などの総合目録の作成及びデジタル媒体による記録保存 

 

 エ 文化財の活用 

○町文化財の保存及び活用に関する総合的な計画の策定 

○小中学生を対象とした町の歴史や文化を学ぶカリキュラムの編成 

○企画展や講座など、文化財に触れられる機会の創出 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設などについては、個々の施設の現況及び利用状況などを十分に踏

まえ、公共施設等総合管理計画に定める基本原則に沿った維持管理や更新、統

廃合及び長寿命化などを計画的に推進していきます。 

  

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

１０ 地域文化の振興 (1)地域文化振興施

設等 

地域文化振興施設 

 

 

 

 

 

 

 

(2)過疎地域持続的

発展特別事業 

地 域 文 化 振 興 

 

 

○文化会館ホワイエトイレ改

修工事 

○文化会館ホール舞台照明設

備・舞台機構改修工事 

○文化会館受水槽給水設備更

新工事 

○文化会館ホール天井改修工

事 

 

 

○民俗芸能記録保存事業 

○文化財基礎調査事業 

○文化財普及事業 

○文化財収蔵庫・倉庫活用事

業 

町 
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１２ 再生可能エネルギーの利用の推進            

（１）現況と問題点 

○地球温暖化対策の実施により CO２の排出削減が図られていますが、継続 

して再生可能エネルギーの利用を推進する必要があります。 

○新聞紙等有価物を回収し有効利用を図っていますが、その活動を実施し

ている地域住民の団体が減少しています。 

 

（２）その対策 

○太陽光・水力などの自然エネルギーや森林資源などバイオマス資源を活

用した発電の導入の検討 

○地域住民・団体への支援、プラスチックごみの再資源化を企業と連携し実

施し、バイオ燃料などの製造・活用の推進 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設などについては、個々の施設の現況及び利用状況などを十分に踏

まえ、公共施設等総合管理計画に定める基本原則に沿った維持管理や更新、統

廃合及び長寿命化などを計画的に推進していきます。 

  

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

１１ 再生可能エネル

ギーの利用の推

進 

(1)再生可能エネル

ギー利用施設 

(2)過疎地域持続的

発展特別事業 

再生可能エネルギー利用 

 

○太陽光発電システム・太陽

熱温水器設置事業 

 

 

○住宅用太陽光発電システ

ム・太陽熱温水器設置補助

事業 

町 
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１３ その他地域の持続的発展に関し必要な事項        

（１）現況と問題点 

ア 健全な財政運営 

  ○本町の財源は、地方交付税や国庫補助金などをはじめする依存財源の割 

合が高い状況にあります。 

○限られた財源のもとで、町民の理解と協力を得ながら諸施策を推進して 

いくためには、健全な財政運営に取り組む必要があります。 

  ○町の財政運営の状況について、より分かりやすく公表し、透明性の向上 

が求められます。 

 

 イ 地籍調査 

○本町は、緑豊かな自然を有し、かけがえのない大自然は地球環境に大きく

貢献しています。こうした中で、所有者の高齢化や転出に伴い、土地の荒

廃が進み、筆界が不明瞭となっています。さらに未相続地も多く、不明地

主が増加しています。 

○適正な土地管理は、行政運営上重要であるため、地籍調査の実施が必要で

す。 

 

（２）その対策 

ア 健全な財政運営 

  ○中長期的視点に立った計画的な財政運営の推進 

  ○公共施設や設備などの計画的な更新 

  ○広報みなのや町ホームページにおける財政状況の公表 

 

 イ 地籍調査 

  ○計画的な地籍調査を実施 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

 

 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

１２ その他地域の持

続的発展に関し

必要な事項 

(1)過疎地域持続的

発展特別事業 

○公共施設等総合管理計画 

○公共施設個別施設計画 

○財政状況の公表 

○地籍調査 

町 

 



 

47 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設などについては、個々の施設の現況及び利用状況などを十分に踏

まえ、公共施設等総合管理計画に定める基本原則に沿った維持管理や更新、統

廃合及び長寿命化などを計画的に推進していきます。 
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事業計画（令和８年度～令和 12 年度）過疎地域持続的発展特別事業分 

持続的発展施策区

分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

１ 移住・定住・地域

間交流の促進、人

材育成 
子育て世帯等定

住促進事業 

子育て世帯、新婚世帯などの

定住を促進するための事業

であり、その効果は将来に及

ぶものである。 

町 

 

お試し居住用住

宅管理事業 

町の気候風土や生活を体験

することで移住につなげる

施設であり、その効果は将来

に及ぶものである。 

 

移住相談センタ

ー管理事業 

移住希望者への移住相談や

関係人口づくりの拠点施設

であり、その効果は将来に及

ぶものである。 

 

宅地開発促進事

業 

宅地開発により町への移住

定住の促進と快適で良好な

まちづくりを推進する事業

であり、その効果は将来に及

ぶものである。 

 

移住就業等支援

金 

移住促進及び就業・起業者の

創出に取り組む事業であり、

その効果は将来に及ぶもの

である。 

 

地域おこし協力

隊推進事業 

地域おこし協力隊を活用し、

地域支援活動を通じて定住・

定着につなげるための事業

であり、その効果は将来に及

ぶものである。 

 

２ 産業の振興 

中山間地域直接

支払事業 

中山間地域の農業の継続及

び遊休農地の減少に向けて

取り組む事業であり、その効

果は将来に及ぶものである。 

町 

 

奨励作物補助金 

 

奨励作物の普及を促進する

ことで、遊休農地の活用を図

り、特産農産物の育成を進め

農業の振興を図るための事

業であり、その効果は将来に

及ぶものである。 

 

明日の農業担い

手育成塾 

町内外からの新規参入希望

者を確実に就農させること

目的としており、その効果は

将来に及ぶものである。 
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皆野町有機質肥

料推進費補助金 

有機農業を推進し、農業の持

続的な発展及び環境と調和

のとれた農業生産の確保を

はかるための事業であり、そ

の効果は将来に及ぶもので

ある。 

町 

 

農業近代化資金

利子補給金 

農業経営の向上と生産の増

強に資する事業であり、その

効果は将来に及ぶものであ

る。 

 

皆野町支障木伐

採事業補助金 

住民の生活環境保全上関わ

りのある森林を適切に維持

管理するための事業であり、

その効果は将来に及ぶもの

である。 

 

商工会補助金 

商工会へ運営費を補助する

ことで、町の商工業の振興を

図るための事業であり、その

効果は将来に及ぶものであ

る。 

 

皆野横丁補助金 

飲食店の若手経営者が中心

となり開催する「皆野横丁」

は、新規顧客の開拓と商業の

活性化を図るための事業で

あり、その効果は将来に及ぶ

ものである。 

 

皆野町にぎわい

創出補助金 

新規のにぎわいを創出する

事業の実施を支援すること

で、町内の商業振興及び観光

需要の促進を図る事業であ

り、その効果は将来に及ぶも

のである。 

 

住宅リフォーム

資金助成事業 

住宅改善による町民生活の

向上と町内小規模事業者の

振興を図るための事業であ

り、その効果は将来に及ぶも

のである。 

 

皆野町リノベー

ション創出支援

事業補助金 

町内で新規に事業を開始す

る創業者を支援することで、

地域雇用を促進する事業で

あり、その効果は将来に及ぶ

ものである。 

 

観光協会補助金 

観光協会へ補助することで、

観光事業者の振興と観光客

の誘致を図るための事業で

あり、その効果は将来に及ぶ

ものである。 
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秩父音頭まつり

補助金 

秩父音頭まつりは皆野町最

大の祭りであり、秩父音頭の

継承と観光資源として推進

するための事業であり、その

効果は将来に及ぶものであ

る。 

町 

 

ふれあいまつり

補助金 

ふれあいまつりは、農林業の

推進、商業・文化の振興、町

民の健康と福祉の増進を図

るための事業であり、その効

果は将来に及ぶものである。 

 

ポピーまつり負

担金 

ポピーまつりの継続的な開

催により観光客の誘致など

観光振興を図るための事業

であり、その効果は将来に及

ぶものである。 

 

企業誘致奨励事

業 

適正な企業立地を推進する

ために必要な優遇措置を講

ずることにより、企業誘致促

進を図るための事業であり、

その効果は将来に及ぶもの

である。 

 

中小企業融資制

度資金利子補給

事業 

中小企業者の育成及び経営

の近代化を図るため、事業振

興に必要な資金の借り入れ

をしたときの利子補給を行

う事業であり、その効果は将

来に及ぶものである。 

 

中小企業経営相

談業務事業 

中小企業診断士2名による町

内事業者向け無料経営相談

支援を実施する事業であり、

その効果は将来に及ぶもの

である。 

 

空き店舗等活用

促進事業 

町の賑わいの創出と定住人

口の増加を図るための事業

であり、その効果は将来に及

ぶものである。 

 

サテライトオフ

ィス利用促進事

業 

サテライトオフィスの利用

促進を図ることで企業誘致

を推進するための事業であ

り、その効果は将来に及ぶも

のである。 

 

テレワーク型企

業誘致プロモー

ション事業 

テレワーク推進により地方

への新たな人の流れを創出

することで企業誘致につな

げるための事業であり、その

効果は将来に及ぶものであ

る。 
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ワーケーション

推進事業 

新たな働き方であるワーケ

ーションを推進し、移住促進

及び観光振興に取り組む事

業であり、その効果は将来に

及ぶものである。 

町  

３ 地域における情

報化 町情報システム

共同化事業 

埼玉県内 21 町村共同により

情報システムを運営するた

めの事業であり、その効果は

将来に及ぶものである。 

町 

 

テレワーク環境

整備事業 

働き方改革や新型ウイルス

等の感染拡大対策のため、自

宅での業務を実施する事業

であり、その効果は将来に及

ぶものである。 

 

ICT 活用事業 

ICT を活用した行政事務の電

子化などを推進するための

事業であり、その効果は将来

に及ぶものである。 

 

４ 交通施設の整備、

交通手段の確保 公共交通利用券

事業 

運転免許証を自主返納した

方に、公共交通利用券を交付

する事業であり、その効果は

将来に及ぶものである。 
町 

 

公共交通運行事

業 

公共交通の運行に関する事

業であり、その効果は将来に

及ぶものである。 

 

５ 生活環境の整備 

小規模水道設置

費補助金 

上水道未普及地域での水道

組合に対し施設改修などの

補助をすることで上水の安

定供給を図るための事業で

あり、その効果は将来に及ぶ

ものである。 

町 

 

し尿処理事業広

域化統合事業 

し尿処理を広域化すること

により、住民サービスの向上

を図るための事業であり、そ

の効果は将来に及ぶもので

ある。 

 

空家等対策計画

の策定 

空き家の最新の実態調査・意

向調査を行い、現状を把握

し、地域の実情を反映した計

画が必要であり、その効果は

将来に及ぶものである 

 

斎場費負担金 

秩父広域市町村圏組合斎場

に係る経費を負担すること

で、広域的な斎場運営を図る

ための事業であり、その効果

は将来に及ぶものである。 
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清掃費負担金 

秩父広域市町村圏組合清掃

事業に係る経費を負担する

ことで、持続的な処理を図る

ための事業であり、その効果

は将来に及ぶものである。 

町 

 

下水道費負担金 

皆野・長瀞下水道組合の下水

道事業に係る経費を負担す

ることで持続的な処理を図

るための事業であり、その効

果は将来に及ぶものである。 

 

浄化槽一般管理

事業 

浄化槽の一般管理を図るた

めの事業であり、その効果は

将来に及ぶものである。 

 

ごみ軽量化事業 

家庭から排出されるごみの

量を削減することを目的と

し、併せて資源化の促進を図

るための事業であり、その効

果は将来に及ぶものである。 

 

常備消防費負担

事業 

住民の安心安全のために貢

献する秩父消防本部の常備

消防力を維持するための経

費を負担することで、広域的

な常備消防力の向上を図る

ための事業であり、その効果

は将来に及ぶものである。 

 

非常備消防費負

担事業 

地域の安心・安全を守る皆野

町消防団の活動支援のため

の経費を負担することで、町

の消防力・防災力を向上させ

る事業であり、その効果は将

来に及ぶものである。 

 

防災対策事業 

防災時に必要な物資及び防

災施設の維持管理を行うと

ともに、防災訓練を実施する

ことにより防災力の強化と

防災意識の高揚を図るため

の事業であり、その効果は将

来に及ぶものである。 

 

防災会議運営事

業 

円滑な防災活動を行うため、

皆野町地域防災計画の実施

を推進する事業であり、その

効果は将来に及ぶものであ

る。 

 

防災行政無線管

理事業 

災害時の重要な情報伝達手

段となる防災行政無線の維

持管理のために実施する事

業であり、その効果は将来に

及ぶものである。 
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戸別受信機整備

事業 

防災行政無線の放送が室内

でも聞こえるようになるス

ピーカーを貸与する事業で、

その効果は将来に及ぶもの

である。 

町 

 

防犯推進事業 

安全・安心なまちづくりのた

めに、所管の警察と連携し、

日常的な防犯活動や見守り

活動を推進する事業であり、

その効果は将来に及ぶもの

である。 

 

交通安全対策事

業 

交通事故を未然に防止し、交

通安全啓発の推進を図るた

めの事業であり、その効果は

将来に及ぶものである。 

 

国民保護協議会

運営事業 

町の円滑な国民保護活動を

行うため、皆野町国民保護計

画実施を推進する事業であ

り、その効果は将来に及ぶも

のである。 

 

防犯灯の整備事

業 

夜間の犯罪の発生を防ぎ、安

全に道路の通行ができるよ

う、町の防犯灯の新設及び修

繕などの管理を適切に実施

する事業であり、その効果は

将来に及ぶものである。 

 

自主防犯組織・

自主防災組織の

活動支援事業 

各組織に対して、防災訓練時

や物資の購入に係る補助金

の交付や、資機材配布などの

支援を行うことで、町の防

犯・防災力を向上させる事業

であり、その効果は将来に及

ぶものである。 

 

６ 子育て環境の確

保、高齢者等の保

健及び福祉の向

上と増進 

こども医療費助

成事業 

こども医療費の自己負担分

を18歳まで支給することで、

こどもの健全育成を図り、子

育て世代の定着を図るため

の事業であり、その効果は将

来に及ぶものである。 

町  ひとり親家庭等

医療費助成事業 

ひとり親家庭等医療費の自

己負担分を支給することで、

子育て世代の定着を図るた

めの事業であり、その効果は

将来に及ぶものである。 

保育料軽減事業 

第 3子以降のお子さんの保育

料を無料にすることで、子育

て世代の定着を図るための

事業であり、その効果は将来

に及ぶものである。 
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放課後児童健全

育成事業 

保護者が労働などで昼間家

庭にいない児童について、安

心・安全に過ごす場を提供

し、健全な育成を図るための

事業であり、その効果は将来

に及ぶものである。 

町 

地域子育て支援

拠点事業 

地域と家庭とのつながりを

支援するために、育児中の保

護者と子どもの地域交流を

図るための事業であり、その

効果は将来に及ぶものであ

る。 

いきあいサロン

補助金 

介護予防のため、地域の公会

堂などで健康体操を実施し

ている団体に補助金を交付

する事業であり、その効果は

将来に及ぶものである。 

緊急通報発信機

設置事業 

持病がある単身高齢者など

の生命を守るための事業で

あり、その効果は将来に及ぶ

ものである。 

お出かけタクシ

ー事業 

免許を持たない高齢者の外

出を支援するための事業で

あり、その効果は将来に及ぶ

ものである。 

ねたきり重度心

身障害者等紙オ

ムツ給付 

在宅の重度心身障害者及び

寝たきりの老人を支援する

ための事業であり、その効果

は将来に及ぶものである。 

在宅重度心身障

害者手当 

在宅の重度心身障害者を支

援するための事業であり、そ

の効果は将来に及ぶもので

ある。 

ねたきり老人等

手当 

寝たきり老人及び重度の認

知症老人を支援するための

事業であり、その効果は将来

に及ぶものである。 

老人在宅福祉事

業 

長生クラブ連合会及び長生

クラブの活動を支援するた

めの事業であり、その効果は

将来に及ぶものである。 
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シルバー人材セ

ンター補助金 

シルバー人材センターを支

援するための事業であり、そ

の効果は将来に及ぶもので

ある。 

町 

社会福祉協議補

助金 

社会福祉協議会を支援する

ための事業であり、その効果

は将来に及ぶものである。 

地域支え合い事

業補助金 

商工会が行うふれあい安心

お助け隊サービス事業を支

援するための事業であり、そ

の効果は将来に及ぶもので

ある。 

重度心身障害者

医療費助成事業 

重度心身障害者を支援する

ための事業であり、その効果

は将来に及ぶものである。 

心身障害者自動

車燃料費助成金 

心身障害者を支援するため

の事業であり、その効果は将

来に及ぶものである。 

住民健診事業 

若い世代から自分の健康に

関心を持ち、主体的に健康管

理や生活習慣の改善に取り

組むことを目的とするため

の事業であり、その効果は将

来に及ぶものである。 

ウォーキング推

進事業 

楽しく歩いて健康増進につ

ながるものであり、その効果

は将来に及ぶものである。 

不妊治療費助成

事業 

不妊治療を受ける夫婦に対

し、治療費の一部を支給する

ための事業であり、その効果

は将来に及ぶものである。 

地域福祉基金 

地域における保健福祉活動

の振興を図るための基金の

積立を行うものであり、その

効果は将来に及ぶものであ

る。 

７ 医療の確保 

救急医療施設費

負担金 

救急医療を広域で継続する

ための事業であり、その効果

は将来に及ぶものである。 

町  
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ちちぶ定住自立

圏医療分野負担

金 

ちちぶ医療協議会を運営す

るための事業であり、その効

果は将来に及ぶものである。 

町  

８ 教育の振興 

複式学級対応教

職員の採用 

児童数が減少し複式学級の

発生が見込まれるが、複式学

級であってもきめ細かな教

育が教授できるよう、教職員

を採用し、その効果は将来に

及ぶものである。 

町 

 

英語指導助手委

託（ALT） 

幼稚園での外国語活動や中

学校の英語授業で外国人英

語指導助手（ALT）を委託し、

生きた英語力の向上を目指

す事業であり、その効果は将

来に及ぶものである。 

 

学習用タブレッ

ト更新事業 

児童生徒一人１台整備して

いるタブレット端末の耐用

年数切れに対応するため更

新する事業であり、その効果

は将来に及ぶものである。 

 

図書購入基金積

立 

図書室の蔵書の充実のため

基金の積立を行うものであ

り、その効果は将来に及ぶも

のである。 

 

学校教育施設整

備基金積立 

学校施設設備の老朽化など

に対応するための基金の積

立を行うものであり、その効

果は将来に及ぶものである。 

 

９ 集落の整備 

行政区運営事業 

町とのパイプ役を担う行政

区長を委嘱し、行政区ごとの

課題の解決を行う事業であ

り、その効果は将来に及ぶも

のである。 
町 

 

コミュニティ推

進事業 

地域における環境美化、社会

貢献活動などを活性化し、コ

ミュニティ活動の推進を図

るための事業であり、その効

果は将来に及ぶものである。 

 

10 地域文化の振興 

民俗芸能記録保

存事業 

過疎化や高齢化の進行によ

り失われつつある民俗芸能

を記録するための事業であ

り、その効果は将来に及ぶも

のである。 

町  
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文化財基礎調査

事業 

俳句や秩父音頭、民具、石塔、

寺社仏閣など、町の歴史や文

化を知る上で重要な文化財

の調査を実施する事業であ

り、その効果は将来に及ぶも

のである。 

町 

 

文化財普及事業 

文化財調査の結果を町民に

分かりやすく伝え、企画展、

各種講座、文化財マップ作成

などを実施する事業であり、

その効果は将来に及ぶもの

である。 

 

文化財収蔵庫・

倉庫活用事業 

文化財収蔵庫や倉庫の収蔵

資料を活用し、一般町民や小

中学生を対象に、民具を用い

た「出前授業」や「交流・体

験事業」などを実施する事業

であり、その効果は将来に及

ぶものである。 

 

11 再生可能エネル

ギーの利用の推

進 

住宅用太陽光発

電システム・太

陽熱温水器設置

補助事業 

環境負荷の少ない、自然と調

和した環境社会を形成する

ための事業であり、その効果

は将来に及ぶものである。 

町  

12 その他地域の持

続的発展に関し

必要な事項 
公共施設等総合

管理計画 

公共施設やインフラ資産な

どを中長期的・総合的に管理

するため、基本方針を示した

ものであり、その効果は将来

に及ぶものである。 

町 

 

公共施設個別施

設計画 

公共施設等総合管理計画に

基づき、各施設の運営方針等

を示したもので、その効果は

将来に及ぶものである。 

 

財政状況の公表 

町の財政運営状況の透明性

を向上するものであり、その

効果は将来に及ぶものであ

る。 

 

地籍調査 

土地１筆ごとに所有者、地

番、地目及び境界を調査し、

正確な図面（地籍図）と簿冊

（地籍簿）を作成する事業で

あり、その効果は将来に及ぶ

ものである。 

 

 


